
【事故の把握及び発生原因】

【事故後の対応】

令和8年1月30日

概
要

○事故後、既存ポールを撤去、代替物を１２月上旬に設置。
○１２月２日及び１２月５日に開催された小学校及び中学校校長会において、
　当該ポールと同等の対策を行っている学校に対し、安全な代替物への変更を指示。
○１２月５日に小・中学校に学校施設の安全点検に関する通知を発出。

賠償内容 専決処分年月日

　学校内に設置した体育館の屋根雪の落下位置を示すために設置していた高さ約２メートルのポールが倒れ、授
業参観のため来校した保護者所有の車両に当たり、フロントドアが損傷したもの。

令和7年11月28日 午後1時15分頃

○事故当日、学校からの報告を受けて教育委員会で現地確認を行った。
○当該ポールが倒れた原因は強風によるものと考えられる。

田屋敷字下り松17
浜館小学校敷地内

170,000 車両修理費

専決処分の報告について

事故発生月日 発生時間 発生場所 賠償額（円）

強風により倒れたポール

N

浜館小学校 配置図

・高さ約２メートル

・土台は缶にモルタルを詰めたものであり、

ポール部分は鉄パイプ

損傷個所

令和８年２月１０日 文教経済常任委員協議会

【資料】教育委員会事務局総務課
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